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１．はじめに 
グリーンインフラストラクチャー（以下，GI），もしくはそれ

に類する計画・事業は，米国，英国では国レベル（ただし英国の

場合はイングランド，スコットランド，ウェールズ，北アイルラ

ンドを指す），EUでは欧州委員会の政策のもとに進められ，持続

可能な発展，気候変動に対応するための施策の一つに位置づけら

れている。米国では，連邦環境保護庁（EPA）が国レベルの GI
政策を推進しており，「GI は植生や土壌および自然のプロセスを

利用して水を管理し健康的な都市環境を創る」1)とし，水政策（突

発的集中豪雨対策・洪水対策）としての位置づけが強いのが特徴

的である。英国（ただしイングランド及びウェールズ）の GI 政

策は，地方自治および空間計画を所掌するコミュニティ地方政府

省（DCLG）と，自然環境保護政策を所掌するナチュラルイング

ランド（NE）が進めている。コミュニティ地方政府省（DCLG）

は GI を「多機能な緑地，都市および田園のネットワークで，幅

広い環境的，QOLの恩恵を地域社会にもたらす」2)と定義してい

る。ナチュラルイングランド（NE）はGIについて「上質な緑と

水および他の環境的特徴からなるネットワークで，近隣レベルか

ら国土レベルに至るあらゆる空間的スケールにおいて計画・整備

され，様々な生態系サービスを地域社会に提供できる多機能な資

源としてデザイン／マネジメントされた時に最大の利益が得られ

る」3)としている。EUは環境政策（特に生物多様性政策）の中で

GI が扱われているが，「自然的及び半自然的な区域の空間構造だ

けでなく，多様なサービスによる利益を市民に提供する他の環境

的特徴にも注目する。GIの原則を基礎にするということは，生態

系サービスが健全な状態にあれば、その土地の区域は頻繁に多様

な利益を提供できるということであり，GIへの投資は，複数にわ

たる高度のリターン，雇用機会の提供，費用効果の高い代替手段

またはグレーインフラストラクチャーや集約的な土地利用変化を

補完する手段となることによって特徴付けられる。」4)と述べて

いる。 

 一方，日本を含むその他の地域では，統一的な制度によらず，

自治体が独自に取り組んでいる状況にある。日本でも，突発的集

中豪雨対策や洪水・津波防災において従来の土木構造物，公共イ

ンフラを補完しレジリエントな地域形成に貢献するだけでなく，

持続可能なまちづくりを総合的に推進していくための手段の一つ

として，GI導入の意義は高いと考えられるが，日本での研究・実

践は進んでいるとは言い難い。 
 GIの研究については海外で多くの蓄積があり，概念や計画手法，

実現手法等々について総合的 5)，個別的 6)な観点から様々な論文・

著書が著されているが，これらは当然のことながら日本での施策

展開を視野に入れたものではない。日本では， GI の施策展開が

可能な分野について総合的に検討した研究 7)や，気候変動対策や

雨水管理等の特定課題に応える手段としての GI8)9)とその導入可

能性 10)11)を検討したものが散見されるほか，GIを基盤とした土地

利用やインフラ 12)13)のあり方について指摘した研究がある。しか

し日本での制度化に向けては，GIを実現するための政策の枠組み

や具体の施策のあり方という観点から，海外の取り組みを評価し

ていく必要もあるだろう。 
 そこで本研究では，英国リバプール市のGI政策に着目し， GI
を実現するための計画制度の体系と具体の施策内容について，計

画の実効性や実現可能性に対する考え方という観点から検証する

ことを目的とした。なお，本研究で扱う英国リバプール市の GI
政策については先行研究があり，主にGI（計画）の概念について

報告されている 14)。それによると，リバプール市のGI 政策は全

市面積の62％の土地をGIとみなしており，その中には民有地が

多く含まれている。政策の役割はGIとしての機能が維持・改善・

創出されるような土地・建物のデザイン／マネジメントの協議を

行っていくことである。このことから，リバプール市の GI 政策

はあらゆる土地・建物がその用途を問わず GI として機能しうる

という前提に支えられていると指摘している。この点に関し，英

国のGI政策を所管するナチュラルイングランド（NE）の主任担
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当官も，リバプール市の GI 政策は私有庭園に代表される民有地 を大々的に取り込んだユニークな計画と評している 15)。図−1はリ

バプール市の GI の分布をタイプ別に示したもので，全市にわた

って様々なタイプの GI が分布している様を読み取ることができ

る。リバプール市では GI を「リバプール内外の自然環境の構成

要素および緑と水のネットワークで多様な社会的，経済的，環境

的利益を提供するもの」17)と定義しているが，図−1を含めネット

ワークの計画は具体的に展開されておらず，むしろ全市の土地利

用のあり方に関する計画という印象を強く受ける。 
 以上から，リバプール市の GI 政策は，公共施設としての公園

図－1 リバプールにおけるGIのタイプと分布16） 

 

 

図－3 クールシティに係るGIの地区別必要度30） 

 

図－2 グリーンインフラストラクチャーの実現を 

支える制度の枠組み 
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緑地のみならず民有地を含む様々な土地利用を対象とした GI 政

策のあり方を考えていくうえで検討に値すると考えられた。そこ

で，リバプール市のGI政策を事例研究の対象とし，GI政策に係

る行政資料の分析と行政担当者関係者への聞き取り調査を行った。 
 
２．グリーンインフラストラクチャーを実現する枠組み 
（１）国レベル 
 図−2はリバプール市のGI政策を支える計画制度の枠組みであ

る。リバプール市に限らず英国では 2010 年の政権交代を契機に

計画制度の枠組みが激変した。図−1の左半分は政権交代前の計画

制度の状況を，右半分は政権交代後のそれを示している。 
 国レベルの GI 政策はコミュニティ地方政府省（DCLG）とナ

チュラルイングランド（NE）が所管している。政権交代前は

DCLG によってテーマ毎に示された空間計画の政策方針のうち，

気候変動に係る方針（PPS1 附則）と地域空間計画に係る方針

（PPS12）が GI に関する規定を含んでいた。PPS1 附則では，

開発用地の選定に際し自治体はオープンスペースや GI の存続・

創出によって都市の冷却、持続可能な排水システム、生物多様性

の保全・増進に貢献すること 18)，としている。PPS12 では，コ

アストラテジーは，提案されている開発の総量が許容されるため

に，どのようなタイプの物的インフラ（交通，エネルギー・水・

廃棄物管理，洪水防止のためのインフラ），社会的インフラ（教育，

健康，救急，レジャー・コミュニティのための施設），GI（オー

プンスペース，競技場，遊び場）がどのように配置される必要が

あるかを証拠にもとづき示し，のみならずいつ誰によってそのイ

ンフラが供給されるかを示すべき 19)，としている。一方，ナチュ

ラルイングランド（NE）はコミュニティ地方政府省（DCLG）

の GI 政策と連携しながら自然環境の保全，生物多様性の増進と

いった視点をより重視して自治体やそれを超える広域の GI 政策

を支援している。 
 政権交代後は新政権によって地域主義が重視された結果，テー

マ別に用意されていた膨大かつ詳細な計画方針文書が国家計画政

策方針（NPPF）に統合，簡略化されたが，GIに関する規程は残

された。国家計画政策方針（NPPF）20)では，「気候変動・洪水・

海岸変化への対応」の項で，気候変動による負荷に対して脆弱な

区域で新規開発を行う場合，GIの計画を含む適切な方法でリスク

管理を行うよう，ローカルプラン（LP）で配慮することとしてい

る。また，「自然環境の保全・増進」の項では，ローカルプラン（LP）
において生物多様性及びGIのネットワークを創出・保護・増進・

管理するための戦略的計画を進めるべきとしている。 
（２）地域レベル 
 地域レベルの GI 政策については，政権交代前はコミュニティ

地方政府省（DCLG）のもとで北西イングランド行政庁

（Government Office for the North West）が策定する地域空間

戦略（RSS）の交通や環境に関する政策方針の中に GI に関する

規程があったほか，リバプールシティリージョンなど基礎自治体

を超える広域の政策方針の中で GI に関する事項も示されていた
21)。しかし，政権交代で各地の行政庁及び地域空間戦略（RSS）
が廃止されたため，現在は地域レベルの法定の GI 政策をもたな

い状況にある。地域空間戦略（RSS）の規定を受けて，リバプー

ルシティリージョンではマージーフォレスト機構（Mersey 
Forest Organization）によってリバプールシティリージョン及び

ウォリントンGI 枠組みが策定されており 22)，リバプール市のコ

アストラテジー（CS）23)ではこれを支持するとしていた 24)。国家

計画政策方針（NPPF）は，近隣自治体や関係主体と協力すべき

広域的な戦略課題として，インフラや気候変動対策他を挙げてい

るが，地域空間戦略（RSS）のような具体の計画によらないため，

基礎自治体を越えるような空間的スケールの GI の戦略的配置や

実現のための体制づくりに不安が残る。 
（３）基礎自治体レベル 
 基礎自治体レベルのGI 政策は法定の開発計画（Development 

表－1 コアストラテジー(CS)におけるGIの保護・増進に 

関する規定 
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Plan）によって運用されており，これ自体は政権交代の前後で変

化はないが，開発計画の構成には大きな変更があった。リバプー

ル市のGI政策はコアストラテジー（CS）に規定，運用される予

定で策定が進められていた。後述するようにコアストラテジー

（CS）素案には GI に関する詳しい規定が盛り込まれていたが，

パブリックコメントをかける段階で政権が交代したため廃案とな

り，現在新ローカルプラン（新 LP）の立案作業が進んでいる。

このことについてリバプール市は，コアストラテジー（CS）は廃

案となったが，新ローカルプラン（新 LP）の枠組みをなすもの

であり，空間のビジョンや戦略的政策はCSを基礎とする 25)，と

述べている。したがってコアストラテジー（CS）草案に規定され

たGIの施策も新ローカルプラン（新LP）に基本的には引き継が

れると考えられる。 
 コアストラテジー（CS）では8つある戦略目標の5番目に「上

質なGI」を位置づけている 26)。他の戦略目標は順に経済の強化，

住宅需要を満たす住区の創出，強固な地域性を備えた魅力的で安

全なまち，資源の効果的な利用，持続可能なアクセシビリティの

最大化，社会包摂と機会均等の最大化である。こうした政策横断

的なテーマ群のひとつに位置づけられているということは GI も

また総合的なテーマであるとする行政側の認識がうかがえる。 
 なお，コアストラテジー（CS）を補完するとともに投資に関す

る決定等をまとめた文書としてインフラストラクチャー整備計画

素案がある。この計画は，物的インフラ，社会的インフラ，GI
の3つに分けて記述されており，コアストラテジー（CS）の根拠

を提供している 27)。また，コアストラテジー（CS）のGI施策は

リバプール GI 戦略の内容を基礎に組み立てられており，策定機

関であるマージーフォレスト機構及び同機構が計画運営するマー

ジーフォレストをリバプール市は支援するとしており 28)，したが

ってこのような関係は新ローカルプラン（新 LP）においても引

き継がれると考えられる。 
 
３．グリーンインフラストラクチャーを実現する手法 
（１）開発行為への統合 
  それでは具体的にどのようなしくみでGIは実現されるのであ

ろうか。コアストラテジー（CS）を基礎として新ローカルプラン

（新 LP）が策定されるとするリバプール市の認識を前提として

引き続き CS の分析を進める。表−1 はコアストラテジー（CS）
に示されたGIの保護・増進に係る戦略的政策26の内容をまとめ

たものである。まず GI の保護については，保護の対象となる土

地の属性（機能や価値，形態，制度による指定区域等）を規定し

ている（1-a〜g）。また，開発が避けがたい場合にそれが許容され

る条件について規定しており（2），代替措置として GI の提供が

含まれている（2-b）。これに関して，コアストラテジー（CS）の

戦略目標 6「資源の有効活用」では，新開発における環境影響評

価やミティゲーション手法の導入を推奨または義務化（重要サイ

トの場合）しており，新開発に伴う洪水リスクの軽減，既開発地

への開発誘導等の取り組みと共に GI 政策との連携が強調されて

いる 29)。一方，GI の増進については，敷地内での確保または改

善（3-a），開発デザインにおける革新的 GI 手法の採用（3-a-i），
すべての主要開発提案におけるGI計画の説明（3-b）等の規定が

示すように，GIを単独で整備したり，公共事業のみに依存したり

せず，様々な開発行為に積極的に GI 増進の機会を求めていくと

いう手法を基本としていることが明らかである。 
 また，GIの保護と増進にあたっては，デザインプロセスやエン

ジニアリングの誘導を通じて GI を新たに確保するやり方（整備

的な手法）と，ランドスケープのマネジメント（管理的な手法）

によって GI の機能改善・増進をはかるやり方，その他（開発許

可申請書や開発計画文書に明記する）やり方とがある（表−1の右

欄）。GIの保護は当然のことながら管理的な手法が中心となるが，

GIの増進は多様な手法をとりうる。敷地の条件や開発の段階に応

じた手法が選択できるようになっている。また，保護を重視する

表－2 コアストラテジー(CS)におけるGIの保護・増進に 

関する地区別の方針 
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指定区域においてはレクリエーション利用を抑制する規定もみら

れること（3-a-v）は注目に値する。 
（２）地区別のアプローチ 
 コアストラテジー（CS）におけるもう一つの重要な規定は，

GIの保護と増進に係る地区別（中心市街地，都心，郊外の3つ）

の方針である(表−2)。これらの戦略的政策は，GIまたはその資源

となる場所を特定するもの，GIまたはその資源に求められる価値

または機能を特定するもの，さらに GI を保護・増進するための

技術的な手法を特定するもの，その他の4つに整理することがで

きた。 
 中心市街地については，歴史的価値（28-1-c）や気候変動対策

（28-2），生物多様性の増進（28-2）に資する機能のほか，緑化

屋根や緑化壁（28-1-b）のような中心市街地の特性を踏まえた手

法が示されている。また都心では，身近に利用できる価値（29-a-ii）
や生物生息地（29-b）としての機能が重視され，保護の対象とな

る既存公園（29-a-i）や生物生息地（29-a-iii）が具体的にあげら

れているほか，緑道や自転車道によってアクセシビリティを強化

する手法（29-c）が示されている。さらに郊外では，生物多様性

（1-a），開放性（1-b），公園（1-c），身近な利用（1-d）などの価

値とその具体の場所が特定されている。 
 以上のように，地区別，場所毎に GI に求められるニーズや価

値を細やかに特定することは，一般の開発行為を通じて GI を実

現する方法を重視する以上、必要かつ有効と考えられる。なぜな

ら，GIに期待される機能は立地に応じて様々であるし，たんに量

的な拡充だけでなく質的な増進をはかることで，地域社会のニー

ズに応える可能性が一層高まるからである。また，GIの保護・増

進を開発主体に要求する際に，よりその地域に必要な機能を提示

することができれば，要求の説得力・客観性が増すであろう。 
（３）エビデンスベース 
 地区別，場所毎に GI に求められる価値の特定は客観的な根拠

にもとづいて行われている。上述したように，コアストラテジー

（CS）のGI 規定はリバプールGI 戦略を基礎としており，リバ

プール GI 戦略で指摘された課題・リスクとそれを解決する方策

をコアストラテジーインフラストラクチャー整備計画で再確認す

ることで（表−3），CSにおけるGI規定の正当性を主張している。 
 例えば，表−3で中心市街地の課題とリスクとして挙げられてい

る「ヒートアイランド現象」は，戦略的政策28（表−2）の2を正

当化するものであり，また解決方針として挙げられている「街路

樹や緑化屋根などによる GI の確保」は，戦略的政策 28 の 1-b
を正当化するものといえる。また，都心の課題とリスクとして挙

げられている「低い生物多様性」は，戦略的政策 29（表−2）の

a-iiiやbを根拠づけるものであり，また同じく課題とリスクとし

て挙げられている「健康障害の平均値を超えた人々が多く･･･主要

交通路による区域の分断」や，解決方針として挙げられている「魅

力的で安全な歩道，自転車通行帯の確保を通じて歩行やサイクリ

ングが奨励されるべき」は，戦略的政策29（表−2）のcに展開さ

れていると考えられる。さらに，郊外の課題とリスクとして挙げ

られている「住宅建設は重要な開発関心。特に再生地縁辺区域で

はデザインプロセスを通して GI 機能を増加させる機会が考えら

れるべき」は，戦略的政策 30（表−2）の d を根拠づけるものと

いえよう。 
 このように，リバプールGI戦略によってコアストラテジー（CS）
の GI 政策が正当化されるという関係が明らかであるが，それで

はリバプールGI戦略自体はいかにしてGIに求められる地区別・

場所別のニーズや価値を客観的に明らかにしているのであろうか。

その一例を図−3に示す。この図は，ヒートアイランド対策や洪水

リスクの管理，気候変動の影響から地域社会を保護する取り組み

（クールシティと呼ばれる優先課題）について，中心市街地・都

心・郊外別（縁辺部再生区域や戦略的投資区域SIAも示してある）

に総合的な必要度（目標値）を示したもので，色の濃い区域ほど

GIによる介入の必要性が高い。これは高齢者や重病患者，子ども

等，ヒートアイランド現象に対する弱者が多い区域における GI
の整備状況，持続的都市排水システム（SUSD）や緑化屋根の導

入状況，GIによる持続可能な散水・灌漑の導入状況，暗渠の開渠

化や自然再生の状況等を数量化して作成されたものである。他の

テーマについても同様に数量化，マップ化されており，開発申請

にたいして，立地に応じて必要とされる GI 機能を客観的に明示

することができるわけだが，課題もあるという。 
 それは，現時点では多機能にわたる GI の価値のすべてを数量

的に把握する方法を確立できていないことによる。とりわけ，経

済的（金銭的）な価値に換算する評価手法と，経済的な価値に換

算できない価値を評価する方法が十分確立できておらず，テーマ

によって根拠の確からしさにギャップが存在する。その結果，人々

のGIに対する認識にもギャップが生まれ，さらにはGI保護・増

進のための予算化にも影響を来す 31)。GI の価値について，経済

表－3 GIの課題とリスクおよび解決方針 
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的な評価を重視するのは，民間事業者が GI の保護・増進に係る

意志決定を行う際の重要な根拠となるからであろう。いかにその

地区や場所に求められる GI の機能を客観的に明示できたとして

も，それのみでGIが実現するわけではない。GIを保護・増進す

ることが開発主体にとっても利益を生むという根拠を客観的に明

示することで，GIの実現は確からしいものとなるであろう。英国

は用途地域制をとらないことから，容積率や高さ制限を緩和する

といった形のインセンティブを通じて GI を確保するという手法

は想定されない。GIの確保により開発主体自身も経済的利益を得

ることができ，そのことをもって GI 確保のインセンティブとす

るという方法論の確立に腐心しているように見受けられる。 
 
４．おわりに 
 GIを実現するための計画制度の枠組みについては，基礎自治体

を越えるスケールでの計画制度を持たないことから，広域での戦

略的な GI の配置や実施の体制づくりに不安要素が認められた。

また，基礎自治体のレベルにおいても現在策定中の新ローカルプ

ラン（新LP）の中でGIの保護・増進がどこまで重視されるかが

焦点となる。一方，GIを実現する施策については，開発行為への

統合（開発許可要件に組み込む）という手法に加えて，地区ごと

に GI に期待される機能を科学的根拠にもとづいて細やかに特定

する手法が特徴的であった。しかし，GIの実現をより確実なもの

とするには，GIの保護・増進によって開発主体が得る経済的利益

を評価するための方法の確立が課題とされた。 
 日本での施策展開に向けても，GIの実現や上質な緑を誘導する

手段として，開発許可や建築確認等の制度を柔軟に運用していく

ことがもっと検討されてよい。その際，緑の質への展開の一つの

方向として，リバプールの GI 政策にみられるような，地区レベ

ルのニーズへの細やかな対応があげられる。また，そのような誘

導を正当化するリバプール GI 戦略のような役割（地区別の GI
機能とその必要度を客観的に特定する役割）を，緑の基本計画等

のマスタープランが担っていく可能性が想定される。 
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